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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、第142期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第141期中 第142期中 第143期中 第141期 第142期

会計期間
自平成17年４月１日 

至平成17年９月30日

自平成18年４月１日 

至平成18年９月30日

自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日

自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日

自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日

売上高 (百万円) 113,502 118,509 126,362 228,495 244,260

経常利益 (百万円) 2,052 2,367 2,091 4,774 5,270

中間（当期）純利益 (百万円) 6,043 6,051 579 7,225 7,297

純資産額 (百万円) 61,787 79,785 80,620 69,272 80,326

総資産額 (百万円) 320,054 323,456 325,238 314,869 320,603

１株当たり純資産額 (円) 189.72 220.23 220.20 212.74 224.37

１株当たり中間（当期） 
純利益

(円) 18.52 18.59 1.77 22.16 22.44

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 19.3 22.2 22.6 22.0 22.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,586 6,188 7,147 12,566 9,412

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 8,635 3,524 △7,018 13,554 4,135

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,033 △6,923 △1,765 △21,563 △13,014

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 15,002 12,456 8,660 9,614 10,240

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名)
4,760
( 280)

4,654
(  300)

4,629
(    346)

4,717
(  283)

4,541
(  322)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、第142期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

  

回次 第141期中 第142期中 第143期中 第141期 第142期

会計期間
自平成17年４月１日 

至平成17年９月30日

自平成18年４月１日 

至平成18年９月30日

自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日

自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日

自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日

売上高 (百万円) 75,614 76,918 80,377 151,935 157,610

経常利益 (百万円) 1,483 1,302 904 3,040 3,283

中間（当期）純利益 (百万円) 2,844 4,984 239 3,511 3,747

資本金 (百万円) 30,865 30,865 31,864 30,865 30,865

発行済株式総数 (株) 326,084,332 326,084,332 334,584,332 326,084,332 326,084,332

純資産額 (百万円) 58,075 65,726 65,489 62,948 64,264

総資産額 (百万円) 225,238 215,433 224,239 215,915 218,718

１株当たり純資産額 (円) 178.36 201.90 195.82 193.35 199.06

１株当たり中間（当期） 
純利益

(円) 8.74 15.31 0.73 10.78 11.52

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― 3.00

自己資本比率 (％) 25.8 30.5 29.2 29.2 29.4

従業員数 
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名)
1,493
( 66)

1,443
( 78)

1,303
( 82)

1,489
( 63)

1,294
(  85)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

   

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

２ 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

紙・パルプ部門
3,406

 (   221)

写真感光材料部門
558

(  57)

その他部門
474

(    64)

全社(共通)
191

(     4)

合計
4,629

(   346)

従業員数(人)
1,303
(  82)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

紙・パルプ部門におきましては、景気拡大基調の下、主力の塗工紙の需要は堅調に推移いたしまし

た。当社グループは、原燃料価格の高騰を吸収するための製品価格の修正、主力銘柄の拡販、新規顧客

の開拓及び新製品の開発に注力いたしました結果、主力工場の夏季工事及び定期修理立上げ遅れの影響

で販売数量は前年同期を下回りましたものの、販売金額は前年同期を上回りました。 

 また、写真感光材料部門におきましては、デジタル化による構造変化の中、積極的な販売活動に努め

ました結果、販売数量・金額とも前年同期を上回りました。 

 この結果、当社グループ全体の連結売上高は１，２６３億６千２百万円と、前年同期に比べ６．６％

増となりました。 

 損益面では、製品価格の修正、労務費や諸経費の削減等の増益要因はありましたが、チップ、パル

プ、諸薬品、石炭等の原燃料価格の高騰や、紙・パルプの生産数量減等の減益要因により、当上半期の

連結経常利益は２０億９千１百万円と、前年同期に比べ１１．７％減となりました。また、連結中間純

利益は５億７千９百万円となりました。 

 なお、当社単体では、売上高は８０３億７千７百万円、中間純利益は２億３千９百万円となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

① 紙・パルプ部門 

主力製品である塗工紙につきましては、景気拡大基調の下、チラシ・カタログ・パンフレット等の商

業印刷向けを中心に需要は比較的堅調に推移いたしました。 

 情報関連用紙につきましては、ノーカーボン紙・フォーム用紙の需要は減少いたしましたが、感熱紙

はPOS用・ハンディターミナル用を中心に堅調に推移いたしました。 

 価格面につきましては、印刷用紙・情報用紙において昨年２回の価格修正を実施いたしましたが、そ

の後の原燃料コストの更なる上昇により、採算改善を図るため、当上半期も価格修正を実施いたしまし

た。なお、インクジェット用紙につきましても、同様に価格修正を実施いたしております。 

 新規製品といたしましては、機能性車載用フィルター、加湿器用の加湿ディスク、空気清浄機用フィ

ルター類、電子機器熱対策用の高温用サーモメモリーゲル等、当社の技術力を生かした新規商品の開発

に注力し、上市いたしました。 



欧州子会社におきましては、ユーロ高を背景に情報用紙の市況が悪化する中で、競争力の強化と収益

の改善を図っております。 

 市販パルプにつきましては、デジタルイメージング事業が好調で社内使用が増加したため、前年同期

に比べ販売数量・金額とも減少いたしました。 

 以上の結果、紙・パルプ部門の売上高は、連結ベースで１，１０４億４千９百万円と前年同期比７．

２％増となりました。 

  

② 写真感光材料部門 

写真印画紙類につきましては、海外市場での販売強化を図り、写真原紙につきましては、需要が減少

する中、積極的な販売活動および用途拡大等に努めました結果、合計で販売数量・金額とも前年同期を

上回りました。 

 印刷製版材料につきましては、シルバーディジプレートと新聞社向けサーマルＣＴＰプレート「ＰＤ

－ＮＥＷＳ」の拡販に努めましたが、製版フイルムやシルバーマスターの販売減少を補うことができ

ず、販売数量・金額とも前年同期を下回りました。 

 以上の結果、写真感光材料部門の売上高は、連結ベースで１７０億７千万円と前年同期比４．０％増

となりました。 

  

③ その他部門 

その他部門につきましては、設計・製作等の工務関連子会社の受注の伸びもあり、売上高は、連結ベ

ースで１２７億９千２百万円と前年同期比１９．８％増となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

① 日本 

景気拡大基調の下、主力製品である塗工紙の需要が堅調に推移し、インクジェット用紙についても需

要が増えて販売数量も増加しました。写真感光材料についても市場が構造変化する中、積極的な販売活

動を行い写真印画紙、写真用原紙の販売数量が増加しました。 

損益面では、原燃料価格の高騰があったものの製品価格の修正に尽力し、かつ主力銘柄の拡販、新規

顧客の開拓、新製品の開発に努めました結果、売上高は１，０００億７千万円で前年同期比６．３％増

となり、営業利益は２７億１百万円で前年同期比８．８％増となりました。 

  



② ヨーロッパ 

欧州経済は企業の高い設備投資需要に支えられて、堅調な景気拡大を続け、紙類の需要も概ね堅調で

ありましたが、ノーカーボン紙の需要減少は継続しました。この中にあってパルプ他原材料及びエネル

ギー価格高騰の影響が大きかったものの、高付加価値品種への転換や製品価格値上げの販売努力と歩留

向上、配合改良による生産効率向上を達成しました。以上の結果、売上高は２６２億１千７百万円で、

前年同期比１２．４％増となり、営業利益は３億２千６百万円で、前年同期比１１．９％増となりまし

た。 

  

③ 米国 

米国経済は住宅セクターでの調整等により成長が鈍化したが、労働市場は堅調に推移しました。その

中でインクジェット用紙の販売は伸びましたが、印刷製版材料は拡販に注力したものの販売が減少し、

写真印画紙類についても、日本からの直販に商流を変更したため販売が減少しました。 

以上の結果、売上高は５０億６千万円で前年同期比２．７％増となり、高マージン製品の売上減によ

り、営業利益は１億５百万円で前年同期比１５．３％減となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比９億５千８百万円（１５．５％）増加し、７１億

４千７百万円となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益１７億４千３百万円、減価償却費の

内部留保６１億２千４百万円などの資金増加要因が、退職給付引当金の減少額７億８千２百万円、固定

資産処分益による減少６億９千５百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比１０５億４千２百万円減少し、マイナス７０億１

千８百万円となりました。主な要因は、有形・無形固定資産の取得による支出８９億９千４百万円の一

方、有形・無形固定資産の売却による収入２１億９千３百万円などがあったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比５１億５千８百万円（７４．５％）増加し、マイ

ナス１７億６千５百万円となりました。主な要因のうち、減少要因は長期借入金の返済による支出４２

億１千２百万円、短期借入金の減少額３０億４千３百万円、配当金の支払９億６千８百万円、増加要因

は長期借入による収入５１億５百万円、株式の発行による収入１９億９千７百万円などによるもので

す。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ１５億８千万

円減少し、８６億６千万円となりました。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

紙・パルプ部門 93,593 105.6

写真感光材料部門 6,750 82.8

合計 100,343 103.7

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

その他部門 559 95.0 197 83.2

合計 559 95.0 197 83.2

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

紙・パルプ部門 107,801 106.9

写真感光材料部門 15,197 107.9

その他部門 3,362 93.5

合計 126,362 106.6



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは平成１７年度から３期に亘り、財務体質改善とコスト構造改革に重点を置いた中期再生

計画「フェニックスプラン」に取り組んでおります。原燃料価格の上昇・高止まりなど経営環境は更に厳

しさを増しておりますが、グループを挙げての拡販努力、物流費・原材料費の削減、労務費削減などによ

り収益確保に努めてまいりました。また主力の八戸工場をはじめとして、各工場に於いてコスト競争力強

化と増産効果を図るための起業を行うとともに、デジタルイメージング事業の強化、開発事業を含めた各

種新商品での収益拡大も進めてまいりました。これらの施策により「フェニックスプラン」の 終年度の

目標である「連結経常利益７０億円」の達成を目指しております。さらに本年８月には、写真事業の競争

力強化を図るため、富士フイルム株式会社との協力関係を構築する事に合意し、広範な分野にわたる協議

を進めております。 

コーポレートガバナンスにつきましては、当社に執行役員制度を導入して監督と執行を区分し、更に監

督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。また内部統制に関しましては、平成１７年末よ

り社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、財務報告の信頼性確保の体制作りに取り組んでおりま

す。 

当社グループに於けるＣＳＲの取り組みは本年２月に設立したＣＳＲ委員会を中心に進めており、「コ

ンプライアンス」「安全と品質」「人権・労働」「環境」「社会貢献」の各項目について企業としての責

任を果たし、企業価値の向上へとつなげる活動を進めてまいります。 

主な取り組みといたしましては、コンプライアンスの分野において三菱製紙グループ企業行動憲章を制

定し、グループ全体として経営者から従業員まで法令遵守を徹底するとともに、コンプライアンス委員会

を通じて法令遵守に対するより一層の体制強化を図っております。 

また、環境の分野におきましては、地球温暖化防止の取り組みとして、八戸工場でのパルプ増産起業お

よび省エネ起業等により、二酸化炭素総排出量を大幅に削減してまいりました。今後も、温室効果ガスの

排出削減に向けて、バイオマスボイラー導入等の検討を進めてまいります。持続的な発展が可能な社会構

築の取り組みとして、「森を守りながら紙をつくる」ため、ＦＳＣ認証紙（森林管理協議会による認証

紙）の製造・販売を拡大しております。また、岩手県岩泉の国内社有林におきましても、ＦＳＣ森林認証

を取得いたしました。 

  

○ 会社の支配に関する基本方針 

① 基本方針の内容 

当社は、当社が生み出した利益を株主の皆様に還元していくことで企業価値ないし株主の皆様共同の利

益を 大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じ当社株主となられた方々にお支えいただ

くことを原則としつつも、当社の総議決権の２０％以上の議決権を有する株式の取得を目指す者及びその

グループの者による支配株式の取得により、このような当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益が毀損

されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として

不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値及び株主の皆

様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。 



② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み 

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組みの一つとして、平成１９年５月２５日開催の取締役会において、当社株式の大規

模買付行為に関する対応方針（以下「本プラン」といいます）の導入を決議し、平成１９年６月２８日開

催の第１４２回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）において、本プランについて株主の

皆様のご承認をいただきました。また、当社は本プランの導入に伴い、独立委員会を設置し、独立委員会

委員として、片岡義広氏、品川知久氏、竹原相光氏の３名を選任いたしました。 

本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、詳細につきましては、当社ホームぺージに掲載の「当社

株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）導入に関するお知らせ」をご覧下さい。 

（参考URL: http://web.infoweb.ne.jp/mpm/ir/index.html） 

1) 本プランの導入の目的 

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考慮・交渉

のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切

に判断されること、取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆様に対

して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって

当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を実現することを目的として、導入されたもの

です。 

2) 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続 

(a) 対象となる大規模買付行為 

次のアからウのいずれかに該当する行為またはその可能性のある行為がなされ、またはなされようとす

る場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。 

ア 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が２０％以上となる当該株券

等の買付けその他の取得 

イ 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所

有割合との合計が２０％以上となる当該株券等の買付けその他の取得 

ウ 当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本ウにおいて同じとしま

す）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行

為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの

者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為（ただし、当該大規模買付者の株券等保有割合

が２０％以上となる場合に限ります） 

(b) 大規模買付者に対する情報提供要求 

大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、意向表明書および大規模買付情報を提

出・提供していただきます。 

(c) 取締役会評価期間の設定等 

取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる

場合には、６０日間、それ以外の態様による大規模買付行為の場合には、９０日間の期間を、取締役会評

価期間として設定し、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から企図されてい

る大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものと

します。 



(d) 独立委員会の勧告および取締役会による決議 

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、取締役

会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正されない

場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。 

他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に対し

て、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されている場合

であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認め

られる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。 

取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動その他必要な決議

を行うものとします。 

 (e) 対抗措置の具体的内容 

当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、新株予約権の無償

割当てによるものとします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置

を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとし

ます。 

3) 本プランの特徴 

(a) 基本方針の制定 

本プランは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制定した上

で、導入されたものです。 

(b) 独立委員会の設置 

当社は、本プランの必要性および相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措置を

発動する場合には、その判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委

員会の勧告を 大限尊重するものとしています。 

(c) 株主総会における本プランの承認 

本プランにつきましては、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。 

(d) 適時開示 

取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等および証券取引所規則に従って、適時適

切な開示を行います。 

(e) 本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、平成１９年６月２８日から本定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度

のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、かかる有効期間の満了前であ

っても、株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または取締役会において本プ

ランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

4) 株主の皆様への影響 

(a) 本プランの導入時に株主の皆様へ与える影響 

本プランの導入時には、対抗措置の発動は行われません。したがって、本プランが本プラン導入時に株

主の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。 



(b) 新株予約権の発行時に株主の皆様へ与える影響 

対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、保有する当社株式１株当たりの価

値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の法

的権利および経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、本プ

ランの定める例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利または経

済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。 

③ 上記の取組みに対する取締役会の判断およびその判断に係る理由 

当社は、前記②1)記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上という

目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、1)株主総会にお

いて本プランを廃止する旨の議案が承認された場合にはその時点で廃止されるものとしており、その存続

が株主の皆様の意思にかからしめられている点において株主の皆様のご意思を重視していること、2)独立

性の高い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の勧告を経る仕

組みとなっていること、3)対抗措置の発動、不発動または中止に関する判断の際に拠るべき基準が設けら

れていること等から、当社は、本プランは当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損なうものでは

なく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社グループは、研究開発力を強化し、特徴ある高付加価値商品を効率的に開発することにより、国内

外での熾烈な競争に打ち勝つことを目標としております。 

 事業分野としては紙・パルプ部門と写真感光材料部門、新規事業部門に区分しており、それぞれの競争

力向上及び販売力拡大のため、必要となる技術開発、商品開発を行っております。さらに、これら既存事

業で培ってきた特徴ある技術を、環境・アメニティ、電池・電子材料などの新規事業分野へ応用展開する

ための研究開発活動も積極的に進めております。 

 研究開発活動は、総合研究所が中心となって推進しておりますが、各事業部の営業部門、工場技術部門

等の関連部門、及び国内外の連結子会社の営業部門、技術部門とも密接な連携を取りながら、市場、顧客

の視点に立って進めております。 

中心となる総合研究所は、つくばＲ＆Ｄセンター、京都Ｒ＆Ｄセンター、生産技術センターの３センタ

ー体制が定着し、研究開発の効率化、シナジー効果での発想の多元化による新商品の創出を図っておりま

す。紙・パルプ部門と写真感光材料部門の既存事業については、下記の分担で研究を行っております。ま

た、既存事業分野に分類できない新規事業分野の技術開発並びに新商品開発は、主としてつくばＲ＆Ｄセ

ンター、京都Ｒ＆Ｄセンターがそれぞれの技術を応用し、早期の商品化を目指しております。 

 当中間連結会計期間中の研究開発費は１１億７千８百万円であり、当中間連結会計期間末に当社の保有

する産業財産権の総数は１，３２８件であります。 

  

部門別の研究開発活動の状況は以下のとおりであります。 

  

（１）紙・パルプ部門 

 上質紙、コーテッド紙等の印刷用紙及び感熱紙やインクジェット用紙に代表される情報関連用紙は、つ

くばＲ＆Ｄセンターが担当し、そのうち現場に近い開発テーマは生産現場である工場内に設けた高砂開発

室（高砂工場内）、及び八戸開発室（八戸工場内）が担当しております。また効率生産のための生産技術

開発、印刷評価等は生産技術センターが中心となって推進しております。 

 当中間連結会計期間中の紙・パルプ部門の研究開発費は、９億７千４百万円であります。 

  

（２）写真感光材料部門 

 京都工場で生産する印刷製版材料及びフォト用インクジェット用紙の新商品開発と品質改良は、京都Ｒ

＆Ｄセンターが中心となって推進しております。これらの商品群を市場にスムーズに導入するための技術

開発は、生産技術センターが担当し進めております。 

 当中間連結会計期間中の写真感光材料部門の研究開発費は、２億４百万円であります。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要

な変更はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとお

りであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等は、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの

名称
設備の内容 投資額(百万円) 完了年月

完成後の 
増加能力

当社
八戸工場

青森県 
八戸市

紙・パルプ ２号抄紙機改造 668 平成19年９月 ―

当社
八戸工場

青森県 
八戸市

紙・パルプ ６号抄紙機改造 786 平成19年８月 ―

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの

名称
設備の内容

投資予定金額
資金調達
方  法

着手及び 
完了予定年月

完成後の
増加能力総額

（百万円)
既支払額
（百万円)

着手 完了

当社
京都工場

京都府 
長岡京市

紙・パルプ 
写真感光材料

８号塗抹機
改造

600 ―
自己資金
及び借入金

平成19年
７月

平成20年 
10月

―

菱紙㈱
東京都 
葛飾区

その他
スポーツ施設
リニューアル

3,704 ―
土地の等価

交換
平成19年

９月
平成21年 

10月
―

会社名
事業所名 
（所在地）

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容 帳簿価額(百万円)
除却等の
予定年月

除却等による減少能力

菱紙
中川営業所 
(東京都 
葛飾区)

その他
ボウリング設備

他
506 平成20年9月 ―



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】  

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注)１富士フイルム株式会社に対する第三者割当増資の実施による増加であります。１株当たりの発行価格は235円、

資本組入額は117.5円であります。    

  ２平成19年10月１日から平成19年12月５日までの間に、王子製紙株式会社に対する第三者割当増資の実施によ

り、発行済株式総数が8,000千株、資本金が892百万円、資本準備金が892百万円増加しました。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 900,000,000

計 900,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 334,584,332 342,584,332
東京証券取引所
大阪証券取引所 
（各市場第１部）

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 334,584,332 342,584,332 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月12日 8,500,000 334,584,332 998 31,864 998 18,790



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 三菱瓦斯化学株式会社の持株数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している株式3,600千株が

  含まれております（株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行㈱退職給付信託口三菱瓦斯化学 

  ㈱口」であります）。 

 ２ 次の法人から、当中間期中に下記の通り株式を所有している旨の大量保有報告書の提出がありましたが(報

告義務発生日 平成19年7月31日）、当中間期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができ

ませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

  

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 23,977 7.16

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 14,023 4.19

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 11,641 3.47

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 11,338 3.38

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 10,000 2.98

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 9,000 2.68

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 8,671 2.59

富士フイルム株式会社 東京都港区西麻布二丁目26番30号 8,500 2.54

三菱瓦斯化学株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 7,133 2.13

日本郵船株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 6,932 2.07

計 ― 111,217 33.24

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

ゴールドマン・サックス証券株
式会社

東京都港区六本木六丁目10番1号 6 0.00

Goldman Sachs International
Peterborough Court,133 Fleet
Street,London EC4A 2BB UK     

16,730 5.00

Goldman Sachs & Co.
85 Broad Street,New York,
New York 10004,U.S.A.

28 0.01



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権４個)含まれておりま

す。 

２ 単元未満株式には、兵庫クレー株式会社所有の相互保有株式339株及び当社所有の自己株式577株が含まれて

おります。 
  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あ

ります。 

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 東京証券取引所第一部の市場相場であります。 

  

３ 【役員の状況】 

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

  ん。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式      147,000

―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

（相互保有株式）
普通株式      312,000

― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式  331,991,000 331,991 同上

単元未満株式 普通株式    2,134,332 ― 同上

発行済株式総数 334,584,332 ― ―

総株主の議決権 ― 331,991 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
三菱製紙株式会社

東京都千代田区丸の内三丁
目4番2号

147,000 － 147,000 0.04

（相互保有株式） 
兵庫クレー株式会社

兵庫県神崎郡大河内町比延
48番地の１

312,000 － 312,000 0.10

計 ― 459,000 － 459,000 0.14

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 224 273 286 294 254 245

低(円) 213 213 258 243 205 211



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

  (1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成 

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は改正後の

中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

 (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大 

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は改正後の中間財務諸

表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18

年９月30日まで）及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸

表及び中間財務諸表についてはみすず監査法人及び公認会計士ＺＥＣＯＯパートナーズ共同事務所公認会

計士竹原相光氏並びに同岩田悦之氏により中間監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、新日本監査

法人により中間監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第142期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第142期中間会計期間の中間財務諸表   

・みすず監査法人 

・公認会計士ＺＥＣＯＯパートナーズ共同事務所公認会計士竹原相光氏並びに同岩田悦之氏 

第143期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第143期中間会計期間の中間財務諸表 

・新日本監査法人 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 12,805 9,045 10,610

 ２ 受取手形及び売掛金 ＊４ 69,329 71,187 71,140

 ３ たな卸資産 43,178 46,184 43,188

 ４ 繰延税金資産 1,568 1,461 1,254

 ５ その他 3,547 3,852 4,654

   貸倒引当金 △745 △718 △763

  流動資産合計 129,684 40.1 131,013 40.3 130,085 40.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ＊１

  (1) 建物及び構築物 101,670 98,003 96,695

    減価償却累計額 57,584 58,412 56,787

    減損損失累計額 499 43,586 686 38,903 686 39,220

  (2) 機械装置 
    及び運搬具

323,477 337,969 331,807

    減価償却累計額 262,064 61,413 273,985 63,984 268,824 62,983

  (3) 土地 22,662 22,245 22,178

  (4) 建設仮勘定 4,093 8,495 2,500

  (5) その他 10,579 11,068 10,790

    減価償却累計額 8,797 9,151 8,913

    減損損失累計額 0 1,781 0 1,916 0 1,877

   有形固定資産合計 133,536 41.3 135,546 41.7 128,760 40.2

 ２ 無形固定資産

  (1) その他 3,097 2,393 2,585

   無形固定資産合計 3,097 1.0 2,393 0.7 2,585 0.8

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ＊１ 52,162 48,851 51,956

  (2) 長期貸付金 485 510 531

  (3) 繰延税金資産 2,005 883 841

  (4) その他 2,703 6,148 6,040

    貸倒引当金 △219 △108 △197

   投資その他の 
   資産合計

57,137 17.6 56,284 17.3 59,172 18.4

  固定資産合計 193,772 59.9 194,224 59.7 190,518 59.4

  資産合計 323,456 100.0 325,238 100.0 320,603 100.0



 

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ＊４ 33,065 36,189 33,302

 ２ 短期借入金 ＊１ 117,000 114,497 118,587

 ３ 未払費用 13,251 13,780 13,707

 ４ 未払法人税等 529 731 911

 ５ 繰延税金負債 ― ― 0

 ６ その他 ＊４ 11,811 16,906 12,651

  流動負債合計 175,658 54.3 182,106 56.0 179,160 55.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ＊１ 11,000 11,000 11,000

 ２ 長期借入金 ＊１ 38,192 35,888 33,047

 ３ 繰延税金負債 4,398 3,832 4,343

 ４ 退職給付引当金 12,639 7,693 8,241

 ５ 役員退職慰労引当金 147 159 272

 ６ その他 1,633 3,937 4,212

  固定負債合計 68,012 21.0 62,512 19.2 61,116 19.0

  負債合計 243,670 75.3 244,618 75.2 240,276 74.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 30,865 31,864 30,865

 ２ 資本剰余金 17,792 18,831 17,792

 ３ 利益剰余金 10,130 10,960 11,349

 ４ 自己株式 △132 △77 △735

  株主資本合計 58,655 18.2 61,579 18.9 59,272 18.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

13,057 11,661 12,944

 ２ 為替換算調整勘定 △45 377 193

  評価・換算差額等 
  合計

13,011 4.0 12,039 3.7 13,138 4.1

Ⅲ 少数株主持分 8,119 2.5 7,001 2.2 7,915 2.5

  純資産合計 79,785 24.7 80,620 24.8 80,326 25.1

  負債純資産合計 323,456 100.0 325,238 100.0 320,603 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 118,509 100.0 126,362 100.0 244,260 100.0

Ⅱ 売上原価 95,852 80.9 103,476 81.9 197,581 80.9

   売上総利益 22,656 19.1 22,885 18.1 46,678 19.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊１ 19,547 16.5 19,619 15.5 39,422 16.1

   営業利益 3,108 2.6 3,266 2.6 7,256 3.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 55 65 115

 ２ 受取配当金 310 386 521

 ３ 為替差益 103 10 109

 ４ たな卸資産売却益 ― 96 ―

 ５ その他 492 961 0.8 258 816 0.7 950 1,696 0.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,349 1,657 2,834

 ２ その他 353 1,703 1.4 334 1,992 1.6 847 3,681 1.5

   経常利益 2,367 2.0 2,091 1.7 5,270 2.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産処分益 ＊２ 6,267 695 9,518

 ２ 投資有価証券売却益 226 0 237

 ３ 営業譲渡益 782 ― 782

 ４ その他 179 7,454 6.3 155 850 0.7 274 10,812 4.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ＊３ 634 571 941

 ２ 投資有価証券評価損 1 30 3

 ３ 子会社株式評価損 98 ― 98

 ４ その他投資等評価損 9 ― 27

 ５ 減損損失 ＊５ ― ― 628

 ６ 事業再編成関連損失 ＊６ 368 265 722

 ７ 確定拠出年金 
   移行損失

1,009 ― 809

 ８ 特別退職金 ― 280 1,002

 ９ その他 220 2,342 2.0 49 1,198 1.0 358 4,593 1.9

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

7,479 6.3 1,743 1.4 11,489 4.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

＊４ 1,292 1,025 1,512

   法人税等調整額 ― 1,292 1.1 ― 1,025 0.8 2,537 4,050 1.7

   少数株主利益 135 0.1 138 0.1 141 0.0

   中間(当期)純利益 6,051 5.1 579 0.5 7,297 3.0



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 30,865 17,791 5,010 △80 53,588

中間連結会計期間中の変動額

 役員賞与 △9 △9

 中間純利益 6,051 6,051

 自己株式の取得 △9 △9

 自己株式の処分 0 0 0

 持分変動差額 △772 △772

 持分法適用会社追加による減少 △150 △42 △193

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― 0 5,119 △52 5,066

平成18年９月30日残高(百万円) 30,865 17,792 10,130 △132 58,655

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,902 △217 15,684 7,407 76,680

中間連結会計期間中の変動額

 役員賞与 △9

 中間純利益 6,051

 自己株式の取得 △9

 自己株式の処分 0

 持分変動差額 △772

 持分法適用会社追加による減少 △193

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△2,845 171 △2,673 711 △1,961

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△2,845 171 △2,673 711 3,105

平成18年９月30日残高(百万円) 13,057 △45 13,011 8,119 79,785



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 30,865 17,792 11,349 △735 59,272

中間連結会計期間中の変動額

 新株式の発行 998 998 1,997

 中間純利益 579 579

 剰余金の配当 △968 △968

 自己株式の取得 △17 △17

 自己株式の処分 40 675 716

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

998 1,039 △389 657 2,306

平成19年９月30日残高(百万円) 31,864 18,831 10,960 △77 61,579

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 12,944 193 13,138 7,915 80,326

中間連結会計期間中の変動額

 新株式の発行 1,997

 中間純利益 579

 剰余金の配当 △968

 自己株式の取得 △17

 自己株式の処分 716

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,283 183 △1,099 △913 △2,013

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△1,283 183 △1,099 △913 293

平成19年９月30日残高(百万円) 11,661 377 12,039 7,001 80,620



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 30,865 17,791 5,010 △80 53,588

連結会計年度中の変動額

 役員賞与 △9 △9

 当期純利益 7,297 7,297

 自己株式の取得 △612 △612

 自己株式の処分 0 0 1

 持分変動差額 △772 △772

 持分法適用会社追加による減少 △165 △42 △208

 連結範囲の変動による減少 △11 △11

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― 0 6,339 △654 5,684

平成19年３月31日残高(百万円) 30,865 17,792 11,349 △735 59,272

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 15,902 △217 15,684 7,407 76,680

連結会計年度中の変動額

 役員賞与 △9

 当期純利益 7,297

 自己株式の取得 △612

 自己株式の処分 1

 持分変動差額 △772

 持分法適用会社追加による減少 △208

 連結範囲の変動による減少 △11

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△2,957 411 △2,546 507 △2,038

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△2,957 411 △2,546 507 3,645

平成19年３月31日残高(百万円) 12,944 193 13,138 7,915 80,326



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間（当期）純利益 7,479 1,743 11,489

   減価償却費 6,253 6,124 12,681

   減損損失 ― ― 628

   営業譲渡益 △782 ― △782

   投資有価証券評価損 1 30 3

   関係会社株式評価損 ― ― 98

   退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △782 △3,278

   役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29 △114 102

   受取利息及び受取配当金 △365 △451 △636

   支払利息 1,349 1,657 2,834

   固定資産処分益 △6,267 △695 △9,518

   固定資産処分損 226 184 383

   投資有価証券売却益 △226 △0 △237

   売上債権の増減額（△は増加） △3,950 542 △5,214

   たな卸資産の増加額 △2,046 △2,381 △1,364

   仕入債務の増加額 3,973 2,574 3,985

   その他 1,856 574 1,286

    小計 7,476 9,008 12,459

   利息及び配当金の受取額 367 485 640

   利息の支払額 △1,366 △1,607 △2,642

   法人税等の支払額 △288 △738 △1,045

   営業活動によるキャッシュ・フロー 6,188 7,147 9,412



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   投資有価証券の取得による支出 △28 △28 △47

   投資有価証券の売却による収入 236 1 248

   関係会社株式等の取得による支出 △253 △177 △301

   有形・無形固定資産の取得による支出 △4,107 △8,994 △11,011

   有形・無形固定資産の売却による収入 6,763 2,193 14,416

   貸付による支出 △140 △100 △1,689

   貸付金の回収による収入 110 111 1,615

   営業譲渡による収入 840 ― 840

   その他 104 △23 64

   投資活動によるキャッシュ・フロー 3,524 △7,018 4,135

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増減額（△は減少） 854 △3,043 △3,126

   割賦未払金の返済による支出 △528 △536 △1,060

   長期借入による収入 674 5,105 9,479

   長期借入金の返済による支出 △7,892 △4,212 △17,686

   株式の発行による収入 ― 1,997 ―

   自己株式の取得による支出 △9 △17 △612

   配当金の支出額 ― △968 △24

   その他 △22 △89 17

   財務活動によるキャッシュ・フロー △6,923 △1,765 △13,014

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 53 56 92

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,842 △1,580 626

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,614 10,240 9,614

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

12,456 8,660 10,240



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 32社

主要な連結子会社の名

称

三菱製紙販売㈱

北上ハイテクペーパ

ー㈱

菱紙㈱

㈱オストリッチダイ

ヤ

ダイヤミック㈱

三菱ペーパーホール

ディング（ヨーロッ

パ）GmbH

三菱ハイテクペーパ

ービーレフェルト

GmbH

三菱ハイテクペーパ

ーフレンスブルグ

GmbH

なお、㈱ピクトリコに

ついては、当中間期

（平成18年8月1日）を

もって、当社が株式を

取得し100％子会社と

したことにより、当中

間連結会計期間より連

結子会社に含めること

といたしました。

(1) 連結子会社の数  28社

主要な連結子会社の名

称

三菱製紙販売㈱

北上ハイテクペーパ

ー㈱

菱紙㈱

㈱オストリッチダイ

ヤ

ダイヤミック㈱

三菱ペーパーホール

ディング（ヨーロッ

パ）GmbH

三菱ハイテクペーパ

ービーレフェルト

GmbH

三菱ハイテクペーパ

ーフレンスブルグ

GmbH

なお、エムピービーリ

アルエステートGmbH & 

Co.KGについては、当

中間連結会計期間に新

規設立したため連結子

会社に含めることとい

たしました。

(1) 連結子会社の数 27社

主要な連結子会社名

は、「第１企業の概況

４ 関係会社の状況」

に記載しているため、

省略いたしました。

なお、㈱ピクトリコに

ついては、当期（平成

18年8月1日）をもって

当社が株式を取得し

100％子会社としたこ

とにより、当連結会計

年度より連結子会社に

含めることといたしま

した。 

また、サンセイ施設開

発㈱、神戸オフセット

印刷㈱、エムピービー

ハイテクペーパーフラ

ンスS.A.、エムピービ

ーハイテクペーパー

S.r.l.、エムピービー

ハイテクペーパーME 

VmbHは清算等に伴い、

当連結会計年度末で連

結子会社から除外して

おります。

(2) 主要な非連結子会社の

名称

菱工㈱

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社はいずれ

も小規模であり、総資

産、売上高、中間純損

益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いず

れも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼし

ていないためでありま

す。

(2) 主要な非連結子会社の

名称

菱工㈱

(連結の範囲から除いた

理由)

同左

(2) 主要な非連結子会社の

名称

菱工㈱

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社はいずれ

も小規模であり、総資

産、売上高、当期純損

益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いず

れも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしてい

ないためであります。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法適用の関連会社

数        2社

なお、兵庫クレー㈱及

びフォレスタル・ティ

エラ・チレーナLtda.

は重要性が増したた

め、当中間連結会計期

間より持分法の適用範

囲に含めております。

(1) 持分法適用の関連会社

数         2社

(1) 持分法適用の関連会社

数         2社

なお、兵庫クレー㈱及

びフォレスタル・ティ

エラ・チレーナLtda.

は重要性が増したため

当連結会計年度より持

分法の適用範囲に含め

ております。

(2) 持分法を適用していな

い主要な非連結子会社

及び関連会社の名称

(非連結子会社)

菱工㈱

(2) 持分法を適用していな

い主要な非連結子会社

及び関連会社の名称

(非連結子会社)

菱工㈱

(2) 持分法を適用していな

い主要な非連結子会社

及び関連会社の名称

(非連結子会社)

菱工㈱

(持分法を適用しない理

由)

持分法非適用会社は、

それぞれ中間純損益及

び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、

かつ全体としても重要

性がないため、持分法

の適用範囲から除外し

ております。

(持分法を適用しない理

由)

同左

(持分法を適用しない理

由)

持分法非適用会社は、

それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、

かつ全体としても重要

性がないため、持分法

の適用範囲から除外し

ております。

(3) 持分法の適用の手続き

について特に記載する

必要があると認められ

る事項

持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異な

る会社については、当

該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を

使用しております。

(3) 持分法の適用の手続き

について特に記載する

必要があると認められ

る事項 

   同左

(3) 持分法の適用の手続き

について特に記載する

必要があると認められ

る事項

持分法適用会社のう

ち、決算期が異なる会

社については当該会社

の事業年度に係る財務

諸表を使用しておりま

す。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連結子会社のうち下記10社

の中間決算日は、平成18年

6月30日であります。

三菱ペーパーホールディ

ング（ヨーロッパ）GmbH

三菱ハイテクペーパービ

ーレフェルトGmbH

三菱ハイテクペーパーフ

レンスブルグGmbH

三菱ペーパーGmbH

エムピービーハイテクペ

ーパーフランスS.A.

エムピービーハイテクペ

ーパーUK Ltd.

エムピービーハイテクペ

ーパーS.r.l.

エムピービーハイテクペ

ーパーME VmbH

オイ エムピービーハイ

テクペーパーAB

三菱イメージング(エム

ピーエム),Inc.

連結子会社のうち下記8社

の中間決算日は、平成19年

6月30日であります。

三菱ペーパーホールディ

ング（ヨーロッパ）GmbH

三菱ハイテクペーパービ

ーレフェルトGmbH

三菱ハイテクペーパーフ

レンスブルグGmbH

三菱ペーパーGmbH

エムピービーハイテクペ

ーパーUK Ltd.

オイ エムピービーハイ

テクペーパーAB

三菱イメージング(エム

ピーエム),Inc.

エムピービーリアルエス

テート GmbH ＆ Co. KG

連結子会社のうち下記７社

の決算日は、平成18年12月

31日であります。

三菱ペーパーホールディ

ング（ヨーロッパ）GmbH

三菱ハイテクペーパービ

ーレフェルトGmbH

三菱ハイテクペーパーフ

レンスブルグGmbH

三菱ペーパーGmbH

エムピービーハイテクペ

ーパーUK Ltd.

オイ エムピービーハイ

テクペーパーAB

三菱イメージング(エム

ピーエム),Inc.

中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同決算日現在

の中間財務諸表を使用して

おります。ただし、中間連

結決算日までの期間に発生

した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。

同左 連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の財

務諸表を使用しておりま

す。ただし、連結決算日ま

での期間に発生した重要な

取引については、連結上必

要な調整を行っておりま

す。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価

基準及び評価方法

イ 有価証券

その他有価証券

時価のあるものにつ

いては中間連結決算

日の市場価格等に基

づく時価法(評価差

額は全部純資産直入

法により処理し、売

却原価は移動平均法

により算定)、時価

のないものについて

は移動平均法による

原価法によっており

ます。

イ 有価証券

その他有価証券

同左

イ 有価証券

その他有価証券

時価のあるものにつ

いては連結決算日の

市場価格等に基づく

時価法(評価差額は

全部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は移動平均法によ

り算定)、時価のな

いものについては移

動平均法による原価

法によっておりま

す。

ロ デリバティブ取引

時価法

ロ デリバティブ取引

同左

ロ デリバティブ取引

同左

ハ たな卸資産

主として総平均法及び

移動平均法による原価

法

ハ たな卸資産

同左

ハ たな卸資産

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

当社及び連結子会社の有形

固定資産の減価償却の方法

は定額法によっておりま

す。ただし、当社本社及び

一部の連結子会社の建物以

外の有形固定資産について

は定率法によっておりま

す。主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物

31～47年

機械装置及び運搬具

12～14年

無形固定資産及び長期前払

費用は定額法によっており

ます。ただし、ソフトウェ

ア(自社利用分)について

は、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法

によっております。

同左

 

 

 

 

 

 

同左

 

 

 

当社及び連結子会社の有形

固定資産は定額法によって

おります。ただし、当社本

社及び一部の連結子会社の

建物以外の有形固定資産に

ついては定率法によってお

ります。主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物

31～47年

機械装置及び運搬具

12～14年

無形固定資産及び長期前払

費用は定額法によっており

ます。ただし、ソフトウェ

ア(自社利用分)について

は、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法

によっております。

（会計方針の変更）

 法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、当中間連結会

計期間から、平成19年４月

１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しておりま

す。 

 当該変更に伴う損益に与

える影響は、軽微でありま

す。 

 なお、セグメント情報に

与える影響は、当該箇所に

記載しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 重要な引当金の計

上基準

イ 貸倒引当金

当社及び国内連結子会

社は、中間期末現在に

有する債権の貸倒れに

よる損失に備えるた

め、一般債権について

は貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に

回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上

しております。また、

在外連結子会社につい

ては、所在地国の規定

により計上しておりま

す。

イ 貸倒引当金

同左

イ 貸倒引当金

当社及び国内連結子会

社は、期末現在に有す

る債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可

能性を勘案し、回収不

能見込額を計上してお

ります。また、在外連

結子会社については、

所在地国の規定により

計上しております。

ロ 退職給付引当金

当社及び国内連結子会

社は、従業員の退職給

付に備えるため、当連

結会計年度末における

退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期

間末において発生して

いると認められる額を

計上しております。

また、在外連結子会社

については、所在地国

の規定により計上して

おります。

過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定年数(13～15年)によ

る定額法により費用処

理しております。

また、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数(13

～15年)による定額法

により翌連結会計年度

から費用処理する事と

しております。

ロ 退職給付引当金

同左

ロ 退職給付引当金

当社及び国内連結子会

社は、従業員の退職給

付に備えるため、当連

結会計年度末における

退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき

当連結会計年度末にお

いて発生していると認

められる額を計上して

おります。

また、在外連結子会社

については、所在地国

の規定により計上して

おります。

過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定年数(13～15年)によ

る定額法により費用処

理しております。

また、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数(13

～15年)による定額法

により翌連結会計年度

から費用処理する事と

しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 重要な外貨建の資

産又は負債の本邦

通貨への換算の基

準

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子

会社の資産及び負債は、在

外子会社の中間決算日の直

物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて

計上しております。

同左 外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社

の資産及び負債は、在外子

会社の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めて計上して

おります。

(5) 重要なリース取引

の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

(6) 重要なヘッジ会計

の方法

イ ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満

たす金利スワップ取引

について、特例処理を

採用しております。ま

た、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債

権債務等について、振

当処理をしておりま

す。

イ ヘッジ会計の方法

同左

イ ヘッジ会計の方法

同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

変動金利借入について

は金利スワップ取引

を、また外貨建金銭債

権債務については為替

予約を利用しておりま

す。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

ハ ヘッジ方針

当社グループのデリバ

ティブ取引は、輸入取

引関連及び通貨関連で

は外貨建金銭債権債務

の為替変動リスクを回

避し、安定的な利益の

確保を図る目的で、ま

た、金利関連では借入

金に係る金利変動リス

クを回避する目的で利

用しております。

ハ ヘッジ方針

同左

ハ ヘッジ方針

同左

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

ヘッジ手段の想定元本

とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であ

り、かつヘッジ開始時

及びその後も継続し

て、キャッシュ・フロ

ー変動を完全に相殺す

るものと想定すること

ができるため、事後的

な有効性の評価は実施

しておりません。

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

同左

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

同左

(7) その他中間連結財

務諸表(連結財務

諸表)作成のため

の重要な事項

  消費税等の会計処理

税抜方式を採用してお

ります。

  消費税等の会計処理 

同左

  消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。



会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（役員賞与に関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は５百万

円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は71,666百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は10百万

円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は当該箇所に記載しております。 

  

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は72,411百万円であ

ります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。



表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

―――――

―――――

(中間連結損益計算書)

１  前中間連結会計期間において営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりました「たな卸資

産売却益」は当中間連結会計期間において営業

外収益の総額の10/100を越えることとなりまし

たので、当中間連結会計期間より区分表示する

ことといたしました。 

なお、前中間連結会計期間の「たな卸資産売却

益」は40百万円であります。

２  前中間連結会計期間において区分表示しており

ました特別損失の「その他投資等評価損」は、

重要性がなくなったため、当中間連結会計期間

より特別損失の「その他」に含めて表示するこ

とに変更いたしました。 

なお、当中間連結会計期間の特別損失「その

他」に含めたその他投資等評価損の金額は9百万

円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 

＊１ 担保に供している資産

①下記の資産については、長期借

入金（1年内返済予定額を含

む）5,962百万円、短期借入金

1,417百万円及び社債1,000百万

円に対する抵当権又は根抵当権

を設定しております。

帳簿価額

百万円

建物及び構築物 4,119

土地 5,088

投資有価証券 7,840

その他 117

合計 17,166

②下記の資産については、工場財

団根抵当権を設定しております

が、実質的に担保に供されてい

る資産はありません。

帳簿価額

百万円

建物及び構築物 25,639

機械装置及び運搬具 48,557

土地 10,514

その他 236

合計 84,947

 

＊１ 担保に供している資産

①下記の資産については、長期借

入金（1年内返済予定額を含

む）3,293百万円、短期借入金

1,693百万円及び社債1,000百万

円に対する根抵当権を設定して

おります。

帳簿価額

百万円

建物及び構築物 653

土地 1,914

投資有価証券 6,481

合計 9,048

②下記の資産については、工場財

団根抵当権を設定しております

が、実質的に担保に供されてい

る資産はありません。

帳簿価額

百万円

建物及び構築物 23,445

機械装置及び運搬具 41,500

土地 7,628

その他 119

合計 72,693

 

＊１ 担保に供している資産

①下記の資産については、長期借

入金（1年内返済予定額を含

む）3,578百万円、短期借入金

1,333百万円及び社債1,000百万

円に対する抵当権又は根抵当権

を設定しております。

帳簿価額

百万円

建物及び構築物 674

土地 2,117

投資有価証券 7,587

その他 33

合計 10,414

②下記の資産については、工場財

団根抵当権を設定しております

が、実質的に担保に供されてい

る資産はありません。

帳簿価額

百万円

建物及び構築物 24,109

機械装置及び運搬具 44,614

土地 7,628

その他 137

合計 76,489

２ 偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融

機関等からの借入に対し、

債務保証を行っておりま

す。

従業員(財形住
宅資金等）

2,811百万円

フォレスタル・
ティエラ・チレ
ーナLtda.

1,285

日伯紙パルプ資
源開発㈱

334

その他８件 383

計 4,814

 

２ 偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融

機関等からの借入に対し、

債務保証を行っておりま

す。

従業員(財形住
宅資金等）

2,425百万円

フォレスタル・
ティエラ・チレ
ーナLtda.

1,200

その他６件 829

計 4,455
 

２ 偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融

機関等からの借入に対し、

債務保証を行っておりま

す。

従業員(財形住
宅資金等)

2,573百万円

フォレスタル・
ティエラ・チレ
ーナLtda.

1,227

その他７件 830

合計 4,631

 

３ 受取手形裏書譲
渡高

0百万円

 

３ 受取手形裏書譲
渡高

－百万円

 

３ 受取手形裏書譲
渡高

－百万円

＊４ 中間連結会計期間末日の満
期手形の会計処理について
は、手形交換日をもって決済
処理しております。
 なお、当中間連結会計期間
の末日は金融機関の休日であ
ったため、次の当中間連結会
計期間末日の満期手形が中間
連結会計期間末日の残高に含
まれております。

受取手形 553百万円

支払手形 668百万円

設備関係支払手形 102百万円

＊４ 中間連結会計期間末日の満
期手形の会計処理について
は、手形交換日をもって決済
処理しております。
 なお、当中間連結会計期間
の末日は金融機関の休日であ
ったため、次の当中間連結会
計期間末日の満期手形が中間
連結会計期間末日の残高に含
まれております。

受取手形 587百万円

支払手形 1,002百万円

設備関係支払手形 97百万円  

＊４ 会計年度末日満期手形
期末日満期手形の会計処理に
ついては、手形交換日をもっ
て決済しております。 
なお、当連結会計年度末日が
金融機関の休日であったた
め、次の期末日満期手形が、
期末残高に含まれておりま
す。 

受取手形 595百万円

支払手形 780百万円

設備関係支払手形 185百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

＊１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及びその金額は次のと

おりであります。

荷造運賃 5,369百万円

販売諸掛 2,821

従業員給料
手当

4,835

退職給付費用 253

研究開発費 1,152

＊１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及びその金額は次のと

おりであります。

荷造運賃 5,552百万円

販売諸掛 2,763

従業員給料
手当

4,813

退職給付費用 167

研究開発費 1,178

＊１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及びその金額は次のと

おりであります。

荷造運賃 10,948百万円

販売諸掛 5,555

従業員給料
手当

9,796

退職給付費用 450

研究開発費 2,311

＊２ 固定資産処分益の主なものは

次のとおりであります。

土地 6,255百万円

＊２ 固定資産処分益の主なものは

次のとおりであります。

土地 688百万円

＊２ 固定資産処分益の主なものは

次のとおりであります。

土地 8,469百万円

＊３ 固定資産処分損の主なものは

次のとおりであります。

建物及び構築

物
13百万円

機械装置及び

運搬具
199

解体撤去費用 409

＊３ 固定資産処分損の主なものは

次のとおりであります。

建物及び構築

物
33百万円

機械装置及び

運搬具
143

解体撤去費用 387

＊３ 固定資産処分損の主なものは

次のとおりであります。

建物及び構築

物
44百万円

機械装置及び

運搬具
302

解体撤去費用 546

＊４ 当中間連結会計期間における

税金費用については、一部の

国内連結子会社で簡便法によ

る税効果会計を適用している

ため、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」に

含めて表示しております。

＊４     同左 ―――――



次へ 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――― ――――― ＊５ 減損損失 

当連結会計年度において当社

グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上し

ております。

    

 

場所 種類
減損損失

額 
(百万円)

備考

東京都
西東京市 
他 
 

土地 441 遊休資産

建物及び
器具備品

187 遊休資産

合計 628

 （経緯）

    上記の遊休資産について

は、将来の利用計画も無く、

市場価額が帳簿価額より著し

く下落しているため、減損損

失を認識しております。

 

    

 （グルーピングの方法）

    当社グループは事業用資産

については、主として生産拠

点である工場単位、遊休資産

は個別物件単位でグルーピン

グをしております。

 

   

 （回収可能価額の算定方法）

   正味売却価額 

不動産鑑定評価基準等

＊６ 事業再編成関連損失の主なも

のは次のとおりであります。

中期再生計画 

支援費用
133百万円

＊６ 事業再編成関連損失の主なも

のは次のとおりであります。

中期再生計画 

支援費用
50百万円

＊６ 事業再編成関連損失の主なも

のは次のとおりであります。

中期再生計画 

支援費用
249百万円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加                    42,050株 

 新規持分法適用会社が保有していた自己株式（当社株式）の当社帰属分  109,943株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の処分による減少                                  2,413株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 326,084,332 ― ― 326,084,332

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 511,706 151,993 2,413 661,286



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 第三者割当による新株式の発行                   8,500,000株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加                   68,291株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

当社の連結子会社である北上ハイテクペーパー㈱を  

株式交換により完全子会社化したことによる減少                  3,156,000株 

 単元未満株式の処分による減少                                 4,371株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの 

    該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 326,084,332 8,500,000 ― 334,584,332

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 3,349,600 68,291 3,160,371 257,520

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月９日 
取締役会

普通株式 968 3 平成19年３月31日 平成19年６月11日



次へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

   
  

２．自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 自己株式買付による増加  2,650,000株 

 新規持分法適用会社が保有していた自己株式（当社株式）の当社帰属分  109,943株 

 単元未満株式の買取請求による増加  82,701株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少  4,750株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

    該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 326,084,332 ― ― 326,084,332

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 511,706 2,842,644 4,750 3,349,600

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 968 3 平成19年３月31日 平成19年６月11日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(1) 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関

係

(平成18年９月30日)

現金及び預金勘定   12,805百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金    △348

現金及び現金同等物  12,456

(1) 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関

係

(平成19年９月30日)

現金及び預金勘定    9,045百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金   △384

現金及び現金同等物   8,660

(1) 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

(平成19年３月31日)

現金及び預金勘定   10,610百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金    △369

現金及び現金同等物  10,240



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

機械装置
及び運搬具

656 299 357

工具器具
及び備品

1,039 610 429

合計 1,696 909 786

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬具

769 459 310

工具器具
及び備品

867 510 356

合計 1,637 970 667

同左
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬具

726 372 353

工具器具
及び備品

979 602 377

合計 1,706 975 731

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 335百万円

１年超 451百万円

合計 786百万円

(注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払

利子込み法により算定して

おります。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 322百万円

１年超 344百万円

合計 667百万円

同左
 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 334百万円

１年超 396百万円

合計 731百万円

(注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法に

より算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 201百万円

減価償却費相当額 同上

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 193百万円

減価償却費相当額 同上

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 403百万円

減価償却費相当額 同上

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 14百万円

１年超 16百万円

合計 31百万円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 13百万円

１年超 24百万円

合計 38百万円

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 13百万円

１年超 23百万円

合計 36百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 20,128 45,503 25,375

(2) 債券

国債・地方債等 10 9 △0

(3) その他

投資信託 2 4 2

合計 20,140 45,518 25,377

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券 ―

(2) 子会社株式及び関連会社株式 1,190

(3) その他有価証券

  非上場株式 5,452

合計 6,643



当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 20,176 41,982 21,805

(2) 債券

国債・地方債等 10 9
△0

(3) その他

投資信託 2 3 1

合計 20,188 41,995 21,807

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券 ―

(2) 子会社株式及び関連会社株式 1,403

(3) その他有価証券

  非上場株式 5,451

合計 6,855



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

(1) 株式 20,148 44,791 24,642

(2) 債券

国債・地方債等 10 9 △0

(3) その他

投資信託 2 4 2

合計 20,160 44,805 24,644

連結貸借対照表計上額
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券 ―

(2) 子会社株式及び関連会社株式 1,698

(3) その他有価証券

  非上場株式 5,452

合計 7,150



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、当社グループはヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、当社グループはヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、当社グループはヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  

 
(注) １ 事業区分は、製造方法の相違を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 紙・パルプ………コーテッド紙・上質紙・情報関連用紙ほか・晒クラフトパルプ 

(2) 写真感光材料……写真印画紙・印刷製版材料・写真用原紙・関連機器及び薬品ほか 

(3) その他……………スイミングクラブ及びボウリング場の経営・不動産・倉庫及び運輸関連・機械類の設計

据付及び整備ほか 

３ 会計処理の変更 

役員賞与に関する会計基準 

 「会計処理の変更」に記載の通り、当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」を適用してお

ります。 

 これによる当中間連結会計期間の「その他事業」は営業費用が５百万円増加し、営業利益が同額減少して

おります。 

  

  

 
(注) １ 事業区分は、製造方法の相違を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 紙・パルプ………コーテッド紙・上質紙・情報関連用紙ほか・晒クラフトパルプ 

(2) 写真感光材料……写真印画紙・印刷製版材料・写真用原紙・関連機器及び薬品ほか 

(3) その他……………スイミングクラブ及びボウリング場の経営・不動産・倉庫及び運輸関連・機械類の設計

据付及び整備ほか 

３ 会計処理の変更 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載の通り、当社及び国内連結子会社につい

ては、当中間連結会計期間より平成19年4月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しております。なお、当該変更に伴う影響は軽微であります。 

  

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)

紙・パルプ 
(百万円)

写真感光材料
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

100,830 14,081 3,598 118,509 ― 118,509

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,210 2,337 7,080 11,628 ( 11,628) ―

計 103,040 16,418 10,678 130,138 ( 11,628) 118,509

営業費用 100,903 15,877 10,243 127,025 ( 11,624) 115,400

営業利益 2,136 541 434 3,112 (    3) 3,108

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日)

紙・パルプ 
(百万円)

写真感光材料
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

107,801 15,197 3,362 126,362 ― 126,362

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,647 1,872 9,430 13,950 (  13,950) ―

計 110,449 17,070 12,792 140,312 (  13,950) 126,362

営業費用 108,659 15,946 12,358 136,964 (  13,868) 123,095

営業利益 1,789 1,124 434 3,348 (      81) 3,266



 
(注) １ 事業区分は、製造方法の相違を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 紙・パルプ………コーテッド紙・上質紙・情報関連用紙ほか・晒クラフトパルプ 

(2) 写真感光材料……写真印画紙・印刷製版材料・写真用原紙・関連機器及び薬品ほか 

(3) その他……………スイミングクラブ及びボウリング場の経営・不動産・倉庫及び運輸関連・機械類の設計

据付及び整備ほか 

３ 会計処理の変更 

役員賞与に関する会計基準 

 「会計処理の変更」に記載の通り、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」を適用しておりま

す。 

 これによる当連結会計年度の「その他事業」は営業費用が10百万円増加し、営業利益が同額減少しており

ます。 

  

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)

紙・パルプ 
(百万円)

写真感光材料
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

208,126 28,825 7,308 244,260 ― 244,260

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,818 4,509 14,043 23,371 ( 23,371) ―

計 212,945 33,334 21,352 267,632 ( 23,371) 244,260

営業費用 208,412 31,291 20,615 260,319 ( 23,315) 237,004

営業利益 4,532 2,043 736 7,312 ( 56) 7,256



【所在地別セグメント情報】 

  

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

ヨーロッパ…………ドイツ、英国他 

３ 会計処理の変更 

役員賞与に関する会計基準 

 「会計処理の変更」に記載の通り、当中間連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」を適用してお

ります。 

 これによる当中間連結会計期間の「日本」は営業費用が５百万円増加し、営業利益が同額減少しておりま

す。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

ヨーロッパ…………ドイツ、英国他 

３ 会計処理の変更 

 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載したの通り、当社及び国内連結子会社に

ついては、当中間連結会計期間より平成19年4月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、当該変更に伴う影響は軽微であります。 

  

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日)

日本 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

91,020 22,579 4,909 118,509 ― 118,509

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,153 740 20 3,914 ( 3,914) ―

計 94,174 23,320 4,929 122,424 ( 3,914) 118,509

営業費用 91,690 23,028 4,805 119,523 ( 4,123) 115,400

営業利益 2,483 291 124 2,900 208 3,108

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日)

日本 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

95,965 25,343 5,054 126,362 ― 126,362

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,105 874 6 4,986 (  4,986) ―

計 100,070 26,217 5,060 131,348 (  4,986) 126,362

営業費用 97,368 25,890 4,955 128,214 ( 5,119) 123,095

営業利益 2,701 326 105 3,134 132 3,266



 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

ヨーロッパ…………ドイツ、英国他 

３ 会計処理の変更 

役員賞与に関する会計基準 

 「会計処理の変更」に記載の通り、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」を適用しておりま

す。 

 これによる当連結会計年度の「日本」は営業費用が10百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)

日本 
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

米国
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

188,204 46,091 9,964 244,260 ― 244,260

(2) セグメント間の内部
売上高

6,844 1,567 28 8,440 (  8,440) ―

計 195,048 47,658 9,993 252,700 (  8,440) 244,260

営業費用 188,705 47,290 9,791 245,787 ( 8,783) 237,004

営業利益 6,342 368 201 6,913 343 7,256



【海外売上高】 

  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) ヨーロッパ  ドイツ、英国他 

(2) アジア    韓国、中国他 

(3) 北米     米国、カナダ 

(4) その他    中近東、アフリカ、オセアニア、中南米他 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

 
(注) １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) ヨーロッパ  ドイツ、英国他 

(2) アジア    韓国、中国他 

(3) 北米     米国、カナダ 

(4) その他    中近東、アフリカ、オセアニア、中南米他 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) ヨーロッパ  ドイツ、英国他 

(2) アジア    韓国、中国他 

(3) 北米     米国、カナダ 

(4) その他    中近東、アフリカ、オセアニア、中南米他 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

ヨーロッパ アジア 北米 その他 計

前中間連結会計期間 
 (自 平成18年 
    ４月１日 
  至 平成18年 
    ９月30日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 17,183 4,713 6,892 4,459 33,249

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 118,509

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

14.5 4.0 5.8 3.8 28.1

ヨーロッパ アジア 北米 その他 計

当中間連結会計期間 
 (自 平成19年 
    ４月１日 
  至 平成19年 
    ９月30日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 20,316 4,723 7,689 4,595 37,324

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 126,362

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

16.1 3.7 6.1 3.6 29.5

ヨーロッパ アジア 北米 その他 計

 前連結会計年度 
 (自 平成18年 
    ４月１日 
  至 平成19年 
     ３月31日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 36,011 9,697 14,706 7,793 68,208

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 244,260

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

14.7 4.0 6.0 3.2 27.9



(１株当たり情報) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 220.23円 １株当たり純資産額 220.20円 １株当たり純資産額 224.37円

１株当たり中間純利益 18.59円 １株当たり中間純利益 1.77円 １株当たり当期純利益 22.44円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

１ １株当たり純資産額の算定上の

基礎

中間連結貸借対照表の純資産の部

の合計額

79,785百万円

普通株式に係る純資産額

71,666百万円

差額の主な内訳

 少数株主持分

8,119百万円

普通株式の中間期末発行済株式数

325,423,046株

１ １株当たり純資産額の算定上の

基礎

中間連結貸借対照表の純資産の部

の合計額

80,620百万円

普通株式に係る純資産額

73,618百万円

差額の主な内訳

 少数株主持分

7,001百万円

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

334,326,812株

（算定上の基礎）

１ １株当たり純資産額

連結貸借対照表の純資産の部の合

計額

80,326百万円

普通株式に係る純資産額

72,411百万円

差額の主な内訳

 少数株主持分

7,915百万円

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

322,734,732株

２ １株当たり中間純利益の算定上

の基礎

中間連結損益計算書上の中間純利

益

6,051百万円

普通株式に係る中間純利益

6,051百万円

普通株式の期中平均株式数

325,447,229株

２ １株当たり中間純利益の算定上

の基礎

中間連結損益計算書上の中間純利

益

579百万円

普通株式に係る中間純利益

579百万円

普通株式の期中平均株式数

326,623,682株

２ １株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益

7,297百万円

普通株式に係る当期純利益

7,297百万円

普通株式の期中平均株式数

325,221,130株

なお、普通株式に帰属しない金額に

ついては該当がありません。



(重要な後発事象) 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――― １．第三者割当増資
平成19年11月20日開催の当社取締役
会において、第三者割当増資に関し
て以下のとおり決議し、平成19年12
月５日に新株式を発行いたしまし
た。

〔新株式発行要領〕
（1）発行新株式数

普通株式8,000,000株
（2）発行価額

１株につき 金 223円
（3）発行価額の総額

1,784百万円
（4）資本組入額

892百万円
(１株につき 金 111.5円)

（5）募集又は割当方法
第三者割当の方法により全株を王
子製紙株式会社に割当てました。

（6）申込期間
平成19年12月４日

（7）払込期日
平成19年12月５日

（8）新株券交付日
割当先から株券不所持の申し出を
受けているため、新株券は交付い
たしません。

〔増資の理由及び資金の使途〕
（1）増資の理由
当社と王子製紙株式会社（以下、
「王子製紙」）は、情報用紙事業に
おいて業務提携の検討を開始するこ
とに合意し、このたび、業務提携に
関する覚書を締結いたしました。 
情報用紙事業は、ノーカーボン紙
（感圧複写紙）、感熱記録紙、磁気
記録紙などの品種で構成されていま
す。今回の該当提携品種は、このノ
ーカーボン紙と感熱記録紙です。 
ノーカーボン紙については、相互生
産委託を図ることにより両社の生産
の合理化を進め、両社の競争力強化
と収益回復を図ります。 
感熱記録紙については、感熱記録紙
の増産体制を整備する王子製紙の完
全子会社Oji Paper（Thailand）Ltd.
（本社：タイ国バンコク市）（平成
20年末に感熱記録紙の新設備が稼動
予定）を活かし、両社のアジア市場
での販売拡大を図ります。 
この提携により、両社は上記の品種
の相互補完と生産の 適化を図り、
両社の情報用紙事業の効率を一層高
めてまいります。 
今回の募集により調達した資金は、
情報用紙製造設備の整備・増強のた
めの設備投資費用に充当いたしま
す。

（２）資金の使途
当該第三者割当増資による主たる資
金の使途は、上記業務提携の推進に
使用する予定です。 
具体的には、当社高砂工場と八戸工
場の情報用紙製造設備の整備・増強
を主とし、その他環境対応等の設備
資金として全額使用いたします。

―――――

 

  

  

  

  

  

  

 



(追加情報) 

  

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――

 

・固定資産の譲渡について
平成19年９月28日に、下記の通り
固定資産の譲渡契約を締結いたし
ました。

譲渡の理由 当該固定資産は、当社
子会社の菱紙株式会社
がスポーツ施設（ボー
リング場）及び駐車場
用途に使用しておりま
すが、固定資産を売却
し、一部を老朽化した
スポーツ施設（フィッ
トネススタジオ・プー
ル等）の新設費用に充
当するため、譲渡する
ものであります。

譲渡相手先 野村不動産株式会社

譲渡資産の
種類

土地（東京都葛飾区東
金町1-2106-1他）

譲渡時期 平成20年９月30日

譲渡価格 7,272百万円

―――――

 

  

  

  

  

  

  

 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,512 3,277 6,496

 ２ 受取手形 ＊４ 273 326 307

 ３ 売掛金 28,527 35,604 33,169

 ４ たな卸資産 21,210 22,463 20,604

 ５ 未収入金 2,411 3,079 3,020

 ６ その他 ＊３ 12,110 4,223 4,769

   貸倒引当金 △4 △4 △3

   流動資産合計 66,041 30.7 68,971 30.8 68,364 31.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ＊１

  (1) 建物 55,702 56,054 55,546

    減価償却累計額 29,042 30,094 29,475

    減損損失累計額 462 26,198 462 25,497 462 25,609

  (2) 機械及び装置 231,490 236,278 234,204

    減価償却累計額 185,712 45,777 189,258 47,019 188,129 46,074

  (3) 土地 17,365 17,238 17,247

  (4) 建設仮勘定 2,614 7,041 2,220

  (5) その他 19,854 20,316 20,229

    減価償却累計額 14,566 14,792 14,641

    減損損失累計額 0 5,288 0 5,523 0 5,588

   有形固定資産計 97,244 45.1 102,321 45.6 96,740 44.2

 ２ 無形固定資産 2,364 1.1 1,840 0.8 2,055 0.9

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 34,401 33,787 35,036

  (2) 関係会社株式 7,881 8,488 7,784

  (3) 関係会社出資金 4,989 3,100 2,981

  (4) 前払年金費用 ― 3,471 3,401

  (5) その他 2,571 2,273 2,412

    貸倒引当金 △60 △16 △60

   投資その他の資産計 49,783 23.1 51,105 22.8 51,558 23.6

   固定資産合計 149,392 69.3 155,267 69.2 150,354 68.7

   資産合計 215,433 100.0 224,239 100.0 218,718 100.0



 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ＊４ 900 816 859

 ２ 買掛金 25,539 28,669 27,461

 ３ 短期借入金 54,281 58,051 59,890

 ４ 未払金 5,294 9,137 5,665

 ５ 未払費用 13,032 13,011 12,657

 ６ 未払法人税等 138 100 190

 ７ その他
＊３
＊４

951 1,114 828

   流動負債合計 100,138 46.5 110,901 49.5 107,552 49.2

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 10,000 10,000 10,000

 ２ 長期借入金 ＊１ 31,051 30,562 28,706

 ３ 長期未払金 ― 3,287 3,430

 ４ 退職給付引当金 7,593 2,365 3,145

 ５ その他 923 1,631 1,618

   固定負債合計 49,568 23.0 47,847 21.3 46,901 21.4

   負債合計 149,707 69.5 158,749 70.8 154,454 70.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 30,865 14.3 31,864 14.2 30,865 14.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 17,791 18,790 17,791

  (2) その他資本剰余金 0 41 0

   資本剰余金合計 17,792 8.3 18,831 8.4 17,792 8.2

 ３ 利益剰余金

  (1)その他利益剰余金

    別途積立金 3,500 4,500 3,500

    繰越利益剰余金 4,995 2,030 3,759

   利益剰余金合計 8,495 3.9 6,530 2.9 7,259 3.3

 ４ 自己株式 △89 △0.0 △34 △0.0 △692 △0.3

   株主資本合計 57,063 26.5 57,192 25.5 55,224 25.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

8,663 8,297 9,039

   評価・換算差額等 
   合計

8,663 4.0 8,297 3.7 9,039 4.1

   純資産合計 65,726 30.5 65,489 29.2 64,264 29.4

   負債純資産合計 215,433 100.0 224,239 100.0 218,718 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 76,918 100.0 80,377 100.0 157,610 100.0

Ⅱ 売上原価 62,643 81.4 66,431 82.6 127,633 81.0

   売上総利益 14,275 18.6 13,946 17.4 29,976 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,123 17.1 12,982 16.2 26,517 16.8

   営業利益 1,151 1.5 964 1.2 3,459 2.2

Ⅳ 営業外収益 ＊１ 1,162 1.5 1,074 1.3 1,944 1.2

Ⅴ 営業外費用 ＊２ 1,011 1.3 1,134 1.4 2,120 1.3

   経常利益 1,302 1.7 904 1.1 3,283 2.1

Ⅵ 特別利益 ＊３ 7,124 9.2 799 1.0 9,116 5.8

Ⅶ 特別損失
＊４
＊６

2,638 3.4 1,106 1.4 6,177 3.9

   税引前中間（当期) 
   純利益

5,788 7.5 596 0.7 6,222 4.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

16 13 30

   法人税等調整額 788 804 1.0 343 356 0.4 2,444 2,474 1.6

   中間（当期）純利益 4,984 6.5 239 0.3 3,747 2.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益 
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 30,865 17,791 0 17,791 ― 3,511 3,511

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 4,984 4,984

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 積立金の積立・取崩 3,500 △3,500

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 0 0 3,500 1,484 4,984

平成18年９月30日残高(百万円) 30,865 17,791 0 17,792 3,500 4,995 8,495

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △80 52,088 10,860 10,860 62,948

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 4,984 4,984

 自己株式の取得 △9 △9 △9

 自己株式の処分 0 0 0

 積立金の積立・取崩 ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△2,197 △2,197 △2,197

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△9 4,974 △2,197 △2,197 2,777

平成18年９月30日残高(百万円) △89 57,063 8,663 8,663 65,726



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益 
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 30,865 17,791 0 17,792 3,500 3,759 7,259

中間会計期間中の変動額

 新株式の発行 998 998 998

 剰余金の配当 △968 △968

 中間純利益 239 239

 自己株式の取得

 自己株式の処分 40 40

 積立金の積立・取崩 1,000 △1,000

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

998 998 40 1,039 1,000 △1,728 △728

平成19年９月30日残高(百万円) 31,864 18,790 41 18,831 4,500 2,030 6,530

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) △692 55,224 9,039 9,039 64,264

中間会計期間中の変動額

 新株式の発行 1,997 1,997

 剰余金の配当 △968 △968

 中間純利益 239 239

 自己株式の取得 △17 △17 △17

 自己株式の処分 675 716 716

 積立金の積立・取崩 ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△742 △742 △742

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

657 1,967 △742 △742 1,225

平成19年９月30日残高(百万円) △34 57,192 8,297 8,297 65,489



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益 
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 30,865 17,791 0 17,791 ― 3,511 3,511

事業年度中の変動額

 当期純利益 3,747 3,747

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 積立金の積立・取崩 3,500 △3,500 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 0 0 3,500 247 3,747

平成19年３月31日残高(百万円) 30,865 17,791 0 17,792 3,500 3,759 7,259

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △80 52,088 10,860 10,860 62,948

事業年度中の変動額

 当期純利益 3,747 3,747

 自己株式の取得 △612 △612 △612

 自己株式の処分 0 1 1

 積立金の積立・取崩 ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△1,820 △1,820 △1,820

事業年度中の変動額合計(百万円) △611 3,136 △1,820 △1,820 1,315

平成19年３月31日残高(百万円) △692 55,224 9,039 9,039 64,264



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原価法

によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会

社株式

同左

 

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会

社株式

同左

 

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価

法によっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2) デリバティブ取引

時価法によっておりま

す。

(2)デリバティブ取引

同左

(2)デリバティブ取引

同左

(3) たな卸資産

商品・製品・仕掛品につ

いては主として総平均法

による原価法、原材料・

貯蔵品については移動平

均法による原価法によっ

ております。

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

 

有形固定資産の減価償却方

法は、定額法によっており

ます。

ただし、建物以外の本社、

研究所その他一部の有形固

定資産については、定率法

によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 31～47年

機械及び
装置

12～14年

無形固定資産及び長期前払

費用は定額法によっており

ます。

ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によ

っております。

 

     同左

 

有形固定資産の減価償却方

法は、定額法によっており

ます。

ただし、建物以外の本社、

研究所その他一部の有形固

定資産については、定率法

によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 31～47年

機械及び
装置

12～14年

無形固定資産及び長期前払

費用は定額法によっており

ます。

ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によ

っております。



  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

――――― （会計方針の変更）

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴

い、当中間会計期間か

ら、平成19年４月１日以

降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法

に変更しております。

 当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

ます。

―――――

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

中間期末現在に有する債

権の貸倒れによる損失に

備えるため一般債権につ

いては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

期末現在に有する債権の

貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しており

ます。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法に

より費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り翌事業年度から費用処

理することとしておりま

す。

(2) 退職給付引当金

同左

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(15年)による定額法に

より費用処理しておりま

す。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定額

法により翌期から費用処

理することとしておりま

す。



  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 ヘッジ会計の要件を満た

 す金利スワップ取引につ

 いて、特例処理を採用し

 ております。

(1) ヘッジ会計の方法

     同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

 変動金利借入金について

 は金利スワップ取引を利

 用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

     同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

    同左

(3) ヘッジ方針

当社のデリバティブ取引

は、輸入取引関連及び通

貨関連では外貨建金銭債

権債務の為替変動リスク

を回避し、安定的な利益

の確保を図る目的で、ま

た、金利関連では借入金

に係る金利変動リスクを

回避する目的で利用して

おります。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

ヘッジ手段の想定元本と

ヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、か

つヘッジ開始時及びその

後も継続して、キャッシ

ュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定する

ことができるため、事後

的な有効性の評価は実施

しておりません。

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

同左

(4) ヘッジの有効性評価の

方法

同左

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

   消費税等の会計処理

   税抜方式を採用してお

ります。

   消費税等の会計処理

同左

   消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（役員賞与に関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は65,726百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

―――――

―――――

（役員賞与に関する会計基準等） 

 当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は64,264百万円であ

ります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。



表示方法の変更 

該当事項はありません。 

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

事項
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

＊１ 下記の資産につ

いては、長期借入

金に対する抵当権

を設定しておりま

す。

土地 203百万円 ―百万円 203百万円

 担保資産が供さ

れている債務 

長期借入金 50百万円 ―百万円 50百万円

   下記の資産につ

いては工場財団根

抵当権を設定して

おりますが実質的

に担保に供されて

いる資産はありま

せん。

建物

機械及び装置

土地

その他の
有形固定資産

計

20,567百万円

42,303

10,237

3,893

77,002

19,312百万円

35,783

7,352

2,876

65,323

19,846百万円

38,637

7,352

2,998

68,834

 また、土地408百万円を

子会社の借入金2,400百万

円の担保に供しておりま

す。

  



 
  

事項
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

２ 保証債務額 (1) 当社従業員の財形貯蓄

制度による金融機関から

の借入金に対する保証

2,769百万円

(1) 当社従業員の財形貯蓄

制度による金融機関から

の借入金に対する保証

2,390百万円

(1) 当社従業員の財形貯蓄

制度による金融機関から

の借入金に対する保証

2,535百万円

 

(2) 金融機関からの借入金

に対する保証

三菱ペーパーホールディ

ング（ヨーロッパ）GmbH

9,711百万円

エム・ピー・エム・

シェアードサービス㈱

7,920

北上ハイテクペーパー㈱

6,569

三菱ハイテクペーパー

ビーレフェルトGmbH

5,149

三菱ハイテクペーパー

フレンスブルグGmbH

1,497

その他７件

2,754

計   33,602
 

(2) 金融機関からの借入金

に対する保証

三菱ペーパーホールディ

ング（ヨーロッパ）GmbH

13,495百万円

エム・ピー・エム・

シェアードサービス㈱

7,920

北上ハイテクペーパー㈱

6,479

三菱ハイテクペーパー

ビーレフェルトGmbH

4,606

三菱ハイテクペーパー

フレンスブルグGmbH

1,633

その他７件

2,739

計   36,874

(2) 金融機関からの借入金

に対する保証

三菱ペーパーホールディ

ングGmbH

9,820百万円

エム・ピー・エム・

シェアードサービス㈱

7,920

北上ハイテクペーパー㈱

6,539

三菱ハイテクペーパー

ビーレフェルトGmbH

4,922

三菱ハイテクペーパー

フレンスブルグGmbH

1,573

フォレスタル・ 

ティエラ・チレーナLtda.

1,227

その他６件

1,551

計   36,090

＊３ 消費税等の表示

方法 

 

 

＊４ 中間会計期間末

日(事業年度末日)

満期手形

 

 

 

 

 仮払消費税等と仮受消費

税等を相殺の上流動負債の

「その他」に含めて表示し

ております。

 中間会計期間末日満期手

形の会計処理は、手形交換

日をもって決済しており、

当中間会計期間の末日が金

融機関の休日のため、次の

中間会計期間末日満期手形

が中間会計期間の末日残高

に含まれております。

 受取手形       9百万円
 支払手形      138百万円
 設備関係支払手形 60百万円

 仮払消費税等と仮受消費

税等を相殺の上流動資産の

「その他」に含めて表示し

ております。

 中間会計期間末日満期手

形の会計処理は、手形交換

日をもって決済しており、

当中間会計期間の末日が金

融機関の休日のため、次の

中間会計期間末日満期手形

が中間会計期間の末日残高

に含まれております。

受取手形      9百万円
支払手形     107百万円
設備関係支払手形 93百万円

――――― 

  

  

 

事業年度末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって

決済しております。 

なお、当期末日が金融機関

の休日のため、次の期末日

満期手形が、期末残高に含

まれております。

受取手形      15百万円
支払手形      122百万円
設備関係支払手形155百万円



(中間損益計算書関係) 

  

 

  

事項
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

＊１  営業外収益のうち

主なもの

受取利息

受取配当金

36百万円

375

46百万円

487

85百万円

502

＊２ 営業外費用のうち

主なもの

支払利息

社債利息

641百万円

64

769百万円

64

1,350百万円

128

 

＊３ 特別利益のうち主

なもの

固定資産処分益

(うち、土地)

投資有価証券売却益

営業譲渡益

貸倒引当金戻入額

6,204百万円

(6,204)

131

782

3

688百万円

(688)

―

―

8

7,406百万円

(7,406)

143

782

3

＊４ 特別損失のうち主

なもの

固定資産処分損

(うち、解体撤去 
費用)

(うち、建物)

(うち、機械及び 
装置)

減損損失

特別退職金

確定拠出年金移行損
失

その他投資等評価損

関係会社出資金評価
損

事業再編成関連損失

(うち、中期再生計
画支援費用)

617百万円

( 410)

(   9)

( 184)

―

―

1,009

5

534

368

( 133)

565百万円

( 392)

(  19)

( 134)

―

277

―

―

―

256

(  42)

872百万円

( 554)

(  12)

( 256)

18

868

809

6

2,542

705

( 249)

５ 減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

4,179百万円

310

4,045百万円

307

8,451百万円

619



  

 
  

  

  

事項
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

＊６ 減損損失   

――――――

  

 

―――――

 

   

 当事業年度において当

社は以下の資産グループ

について、減損損失を計

上しております。

場所 種類
減損 

損失額 
(百万円)

備考

岩手県 

下閉伊 

郡

土地 18 遊休資産

合 計 18

（経緯） 

 上記の遊休資産につい

ては、将来の利用計画も

無く、市場価額が帳簿価

額より著しく下落してい

るため、減損損失を認識

しております。 

（グルーピングの方法） 

 当社は事業用資産につ

いては、生産拠点である

工場単位、遊休資産は個

別物件単位でグルーピン

グをしております。 

（回収可能価額の算定方

法） 

 正味売却価額  

 不動産鑑定評価基準等



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    42,050株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の処分による減少      2,413株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加               68,291株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   当社の連結子会社である北上ハイテクペーパー㈱を 

   株式交換により完全子会社化したことによる減少       3,156,000株 

   単元未満株式の処分による減少                   4,371株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   自己株式買付による増加        2,650,000株 

   単元未満株式の買取請求による増加    82,701株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少     4,750株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 511,706 42,050 2,413 551,343

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 3,239,657 68,291 3,160,371 147,577

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 511,706 2,732,701 4,750 3,239,657



(リース取引関係) 

  

 
  

事項
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有

権が借主に移転す

ると認められるも

の以外のファイナ

ンス・リース取引

 

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械及び
装置

14 10 4

工具器具
及び備品

291 156 135

合計 306 167 139

(注)取得価額相当額は、

未経過リース料中間

期末残高が有形固定

資産の中間期末残高

等に占める割合が低

いため、支払利子込

み法により算定して

おります。

 

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械及び
装置

14 12 2

工具器具
及び備品

236 151 84

合計 250 164 86

同左
 

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び期末残高

相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 

(百万円)

工具器具
及び備品

276 169 107

機械及び
装置

14 11 3

合計 291 180 110

(注)取得価額相当額は、

未経過リース料期末

残高が有形固定資産

の期末残高等に占め

る割合が低いため、

支払利子込み法によ

り算定しておりま

す。

 

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 55百万円

１年超 83百万円

合計 139百万円

(注)未経過リース料中間

期末残高相当額は、

未経過リース料中間

期末残高が有形固定

資産の中間期末残高

等に占める割合が低

いため、支払利子込

み法により算定して

おります。

 

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 44百万円

１年超 42百万円

合計 86百万円

同左
 

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年内 50百万円

１年超 59百万円

合計 110百万円

(注)未経過リース料期末

残高相当額は、未経

過リース料期末残高

が有形固定資産の期

末残高等に占める割

合が低いため、支払

利子込み法により算

定しております。

３ 支払リース料等

支払
リース料

33百万円

減価償却費
相当額

同上

 

３ 支払リース料等

支払
リース料

26百万円

減価償却費
相当額

同上

   

３ 支払リース料等

支払
リース料

61百万円

減価償却費
相当額

同上

４ 減価償却費相当額の算

定方法

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。

４ 減価償却費相当額の算

定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算

定方法

同左

２ オペレーティン

グ・リース取引

未経過リース料

１年内 4百万円

１年超 9百万円

合計 13百万円

未経過リース料

１年内 6百万円

１年超 12百万円

合計 18百万円

未経過リース料

１年内 6百万円

１年超 16百万円

合計 22百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日)、当中間会計期間末(平成19年９月30日)及び前事業年度末

(平成19年３月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 201.90円 １株当たり純資産額 195.82円 １株当たり純資産額 199.06円

１株当たり中間純利益 15.31円 １株当たり中間純利益 0.73円 １株当たり当期純利益 11.52円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

１ １株当たり純資産額の算定上の

基礎

中間貸借対照表の純資産の部の合

計額

65,726百万円

普通株式に係る純資産額

65,726百万円

普通株式の中間期末発行済株式数

325,532,989株

１ １株当たり純資産額の算定上の

基礎

中間貸借対照表の純資産の部の合

計額

65,489百万円

普通株式に係る純資産額

65,489百万円

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

334,436,755株

（算定上の基礎）

１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の合計額

64,264百万円

普通株式に係る純資産

64,264百万円

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

322,844,675株

２ １株当たり中間純利益の算定上

の基礎

中間損益計算書上の中間純利益

4,984百万円

普通株式に係る中間純利益

4,984百万円

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

   該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

325,557,172株

２ １株当たり中間純利益の算定上

の基礎

中間損益計算書上の中間純利益

239百万円

普通株式に係る中間純利益

239百万円

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳

同左

普通株式の期中平均株式数

326,733,625株

２ １株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益

3,747百万円

普通株式に係る当期純利益

3,747百万円

普通株式の期中平均株式数

325,331,073株

なお、普通株式に帰属しない金額に

ついては該当がありません。



(重要な後発事象) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――― １．第三者割当増資
平成19年11月20日開催の当社取締役
会において、第三者割当増資に関し
て以下のとおり決議し、平成19年12
月５日に新株式を発行いたしまし
た。

〔新株式発行要領〕
（1）発行新株式数

普通株式8,000,000株
（2）発行価額

１株につき 金 223円
（3）発行価額の総額

1,784百万円
（4）資本組入額

892百万円
(１株につき 金 111.5円)

（5）募集又は割当方法
第三者割当の方法により全株を王
子製紙株式会社に割当てました。

（6）申込期間
平成19年12月４日

（7）払込期日
平成19年12月５日

（8）新株券交付日
割当先から株券不所持の申し出を
受けているため、新株券は交付い
たしません。

〔増資の理由及び資金の使途〕
（1）増資の理由
当社と王子製紙株式会社（以下、
「王子製紙」）は、情報用紙事業に
おいて業務提携の検討を開始するこ
とに合意し、このたび、業務提携に
関する覚書を締結いたしました。 
情報用紙事業は、ノーカーボン紙
（感圧複写紙）、感熱記録紙、磁気
記録紙などの品種で構成されていま
す。今回の該当提携品種は、このノ
ーカーボン紙と感熱記録紙です。 
ノーカーボン紙については、相互生
産委託を図ることにより両社の生産
の合理化を進め、両社の競争力強化
と収益回復を図ります。 
感熱記録紙については、感熱記録紙
の増産体制を整備する王子製紙の完
全子会社Oji Paper（Thailand）Ltd.
（本社：タイ国バンコク市）（平成
20年末に感熱記録紙の新設備が稼動
予定）を活かし、両社のアジア市場
での販売拡大を図ります。 
この提携により、両社は上記の品種
の相互補完と生産の最適化を図り、
両社の情報用紙事業の効率を一層高
めてまいります。 
今回の募集により調達した資金は、
情報用紙製造設備の整備・増強のた
めの設備投資費用に充当いたしま
す。

（２）資金の使途
当該第三者割当増資による主たる資
金の使途は、上記業務提携の推進に
使用する予定です。 
具体的には、当社高砂工場と八戸工
場の情報用紙製造設備の整備・増強
を主とし、その他環境対応等の設備
資金として全額使用いたします。

―――――

 

  

  

  

  

  

  

 



（追加情報） 

  

該当事項はありません。 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 自己株券買付状況報告書 

平成19年４月10日、平成19年５月15日関東財務局長に提出。 

(2) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第142期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局

長に提出。 

(3) 訂正発行登録書 

平成19年６月28日関東財務局長に提出。 

(4) 有価証券届出書（第三者割当増資）及びその添付書類 

平成19年８月28日関東財務局長に提出。 

(5) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年６月28日提出の有価証券報告書の訂正報告書を平成19年10月23日関東財務局長に提出。 

(6) 訂正発行登録書 

平成19年10月23日関東財務局長に提出。 

(7) 有価証券届出書（第三者割当増資）及びその添付書類 

平成19年11月20日関東財務局長に提出。 

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２０日

三 菱 製 紙 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三菱製紙株式会社の平成

１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日

まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、三

菱製紙株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員、公認会計士竹原相光及び公認会計士岩田悦之との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 
  

以  上 
  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

  

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 北 澄 和 也 

      

公認会計士ＺＥＣＯＯパートナーズ共同事務所 

  

  
  

公認会計士 竹 原 相 光 

      

    公認会計士 岩 田 悦 之 

      



独立監査人の中間監査報告書 

 
  

平成19年12月20日

三菱製紙株式会社 

 取締役会 御中 

  

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている三菱製紙株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、三菱製紙株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

  

  

 

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  大  杉  秀  雄  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  北  澄  和  也  ㊞

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２０日

三 菱 製 紙 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三菱製紙株式会社の平成

１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１４２期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱製紙株

式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３

０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員、公認会計士竹原相光及び公認会計士岩田悦之との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 北 澄 和 也 

      

公認会計士ＺＥＣＯＯパートナーズ共同事務所 

  

  
  

公認会計士 竹 原 相 光 

      

    公認会計士 岩 田 悦 之 

      



独立監査人の中間監査報告書 

 
  

平成19年12月20日

三菱製紙株式会社 

 取締役会 御中 

  

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている三菱製紙株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第143期事業年度の中

間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、三菱製紙株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

  

  

 

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  大  杉  秀  雄  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  北  澄  和  也  ㊞

(※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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